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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　それぞれ第１及び第２の無線通信ネットワークのための２つの無線インタフェースを持
つ発呼側モバイル端末により実行される方法であって、
　（ａ）前記第１及び第２の無線通信ネットワークの存在を検出するステップと、
　（ｂ）発呼側モバイル端末としての前記モバイル端末と着呼側モバイル端末との間に前
記第１の無線通信ネットワークを介した第１の通話を確立するステップと、
　（ｃ）前記第２の無線通信ネットワークが存在する場合、前記第２の無線通信ネットワ
ークを介した前記着呼側モバイル端末との第２の通話を開始するために、前記第２の無線
通信ネットワークにおける前記発呼側モバイル端末のネットワークアドレスと共にハンド
オーバ要求を含む追加情報を前記着呼側モバイル端末に送信するステップと、
　（ｄ）前記着呼側モバイル端末から応答を受信するステップと、
　（ｅ）前記応答が前記ハンドオーバ要求の受諾を示す場合、前記第２の無線通信ネット
ワークを介した前記着呼側モバイル端末との前記第２の通話を確立するステップと、
を有する方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法であって、前記ステップ（ｅ）の後に、前記第１の通話を解放す
るステップを更に有する、方法。
【請求項３】
　請求項１に記載の方法であって、
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　前記第２の通話の間、前記発呼側モバイル端末が前記第２の無線通信ネットワークから
離れるように移動しているか否かを検出するステップと、
　前記発呼側モバイル端末が前記第２の無線通信ネットワークから離れるように移動して
いる場合、前記第１の無線通信ネットワークを介した前記着呼側モバイル端末との第３の
通話を確立するステップと、
を更に有する、方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法であって、
　前記発呼側モバイル端末におけるユーザプロファイルに基づき通信のための好適な無線
インタフェースを検出するステップを更に有し、
　前記ステップ（ｃ）は、前記好適な無線インタフェースが前記第２の無線通信ネットワ
ーク用のものであり且つ前記第２の無線通信ネットワークが存在する場合に、実行される
、方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の方法であって、
　受信モバイル端末としての他のモバイル端末との前記第２の無線通信ネットワークを介
した第４の通話接続を受諾するステップと、
　前記第４の通話の間に、前記受信モバイル端末が前記第２の無線通信ネットワークから
離れるように移動しているか否かを検出するステップと、
　前記受信モバイル端末が前記第２の無線通信ネットワークから離れるように移動してい
る場合、前記第１の無線通信ネットワークを介した他方のモバイル端末との新たな第５の
通話を開始するために、前記他方のモバイル端末にハンドオーバ要求を送信するステップ
と、
を更に有する、方法。
【請求項６】
　請求項１ないし５のうちいずれか１つに記載の方法であって、前記第１の無線通信ネッ
トワークは、無線ワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）であり、前記第２の無線通信ネ
ットワークは、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）であり、前記第１の通話は
、ＷＷＡＮ通話であり、前記第２の通話は、ＷＬＡＮ通話である、方法。
【請求項７】
　請求項１ないし５のうちいずれか１つに記載の方法であって、前記ステップ（ｃ）にお
いて、前記追加情報は、ショートメッセージサービス（ＳＭＳ）手法を用いて前記着呼側
モバイル端末に送信される、方法。
【請求項８】
　請求項１ないし５のうちいずれか１つに記載の方法であって、前記ステップ（ｃ）にお
いて、前記追加情報は、電子透かし手法を用いて前記着呼側モバイル端末に送信される、
方法。
【請求項９】
　請求項１又は８に記載の方法であって、
　前記追加情報は、前記発呼側モバイル端末と前記着呼側モバイル端末との間の音声チャ
ネルを介して前記着呼側モバイル端末に送信される、方法。
【請求項１０】
　請求項９に記載の方法であって、前記追加情報は、入力音声の無音期間に挿入される、
方法。
【請求項１１】
　請求項１ないし５のうちいずれか１つに記載の方法であって、前記ネットワークアドレ
スは、インターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスである、方法。
【請求項１２】
　それぞれ第１及び第２の無線通信ネットワークのための２つの無線インタフェースを持
つモバイル端末であって、
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　前記第１及び第２の無線通信ネットワークの存在を検出する手段と、
　発呼側モバイル端末としての前記モバイル端末と着呼側モバイル端末との間に前記第１
の無線通信ネットワークを介した第１の通話を確立する第１の通話確立手段と、
　前記第２の無線通信ネットワークが存在する場合、前記第２の無線通信ネットワークを
介した前記着呼側モバイル端末との第２の通話を開始するために、前記第２の無線通信ネ
ットワークにおける前記発呼側モバイル端末のネットワークアドレスと共にハンドオーバ
要求を含む追加情報を前記着呼側モバイル端末に送信する送信手段と、
　前記着呼側モバイル端末から応答を受信する手段と、
　前記応答が前記ハンドオーバ要求の受諾を示す場合、前記第２の無線通信ネットワーク
を介した前記着呼側モバイル端末との前記第２の通話を確立する手段と、
を有するモバイル端末。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の端末であって、前記第２の通話が確立された後に、前記第１の通話
を解放する手段を更に有する、端末。
【請求項１４】
　請求項１２に記載の端末であって、
　前記第２の通話の間、前記発呼側モバイル端末が前記第２の無線通信ネットワークから
離れるように移動しているか否かを検出する手段を更に有し、
　前記発呼側モバイル端末が前記第２の無線通信ネットワークから離れるように移動して
いる場合、前記第１の通話確立手段が、前記第１の無線通信ネットワークを介した前記着
呼側モバイル端末との第３の通話を確立する、
端末。
【請求項１５】
　請求項１２に記載の端末であって、
　前記発呼側モバイル端末におけるユーザプロファイルに基づき通信のための好適な無線
インタフェースを検出する手段を更に有し、
　前記送信手段は、前記好適な無線インタフェースが前記第２の無線通信ネットワーク用
のものであり且つ前記第２の無線通信ネットワークが存在する場合に、前記追加情報を送
信する、
端末。
【請求項１６】
　請求項１２に記載の端末であって、
　受信モバイル端末としての他のモバイル端末との前記第２の無線通信ネットワークを介
した第４の通話接続を受諾する手段と、
　前記第４の通話の間に、前記受信モバイル端末が前記第２の無線通信ネットワークから
離れるように移動しているか否かを検出する手段と、
　前記第１の無線通信ネットワークを介した他方のモバイル端末との新たな第５の通話を
開始するために、前記他方のモバイル端末にハンドオーバ要求を送信する送信手段と、
を更に有し、前記受信モバイル端末の前記送信手段は、前記受信モバイル端末が前記第２
の無線通信ネットワークから離れるように移動している場合に前記ハンドオーバ要求を送
信する、
端末。
【請求項１７】
　請求項１２，１３又は１４に記載の端末であって、前記追加情報は、ショートメッセー
ジサービス（ＳＭＳ）手法を用いて前記着呼側モバイル端末に送信される、端末。
【請求項１８】
　請求項１２，１３又は１４に記載の端末であって、前記追加情報は、電子透かし手法を
用いて前記着呼側モバイル端末に送信される、端末。
【請求項１９】
　請求項１２ないし１６のうちいずれか１つに記載の端末であって、前記第１の無線通信
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ネットワークは、無線ワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）であり、前記第２の無線通
信ネットワークは、無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）であり、前記第１の通
話は、ＷＷＡＮ通話であり、前記第２の通話は、ＷＬＡＮ通話である、端末。
【請求項２０】
　請求項１８に記載の端末であって、前記追加情報は、前記発呼側モバイル端末と前記着
呼側モバイル端末との間の音声チャネルを介して前記着呼側モバイル端末に送信される、
端末。
【請求項２１】
　請求項２０に記載の端末であって、前記送信手段は、
　入力音声を受信し前記入力音声における無音期間を検出し、無音期間の検出に応じて制
御信号を出力する無音制御回路と、
　前記制御信号に応じて前記追加情報を変調アナログ信号へと変調し、前記制御信号の受
信に応じて前記変調アナログ信号を出力する変調回路と、
　前記変調アナログ信号を前記入力音声の無音期間に多重化する時分割多重化器と、
を含む、端末。
【請求項２２】
　請求項２０に記載の端末であって、前記送信手段は、
　入力音声を受信し前記入力音声における無音期間を検出し、無音期間の検出に応じて制
御信号を出力する無音制御回路と、
　前記制御信号に応じて前記追加情報を受信し、前記制御信号の受信に応じて前記追加情
報を出力する電子透かし回路と、
　前記追加情報をディジタル化された入力音声の無音期間に多重化する時分割多重化器と
、
を含む、端末。
【請求項２３】
　請求項２０に記載の端末であって、前記受諾手段は、
　受信された音声データからディジタル符号を表す所定の周波数パターンを検出する周波
数検出回路と、
　前記周波数パターンを復調し、対応するディジタルシーケンスを前記追加情報として出
力する復調回路と、
を含む、端末。
【請求項２４】
　請求項１６に記載の端末であって、前記受諾手段は、所定のディジタルシーケンスの対
を検出し、前記対により挟まれたディジタルシーケンスを前記追加情報として復元する電
子透かし検出回路を含む、端末。
【請求項２５】
　請求項１２ないし１６のうちいずれか１つに記載の端末であって、前記ネットワークア
ドレスは、インターネットプロトコル（ＩＰ）アドレスである、端末。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に無線通信技術に関し、より詳細には、無線ワイドエリアネットワーク（
ＷＷＡＮ）及び無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）のインタフェースを持つ無
線通信システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１は、モバイル電話のようなモバイル端末が利用される一般的なサービスエリアを示
す。これらのエリアにおいては、ＷＷＡＮサービスエリア（例えばＧＳＭ、ＧＰＲＳ、Ｃ
ＤＭＡ、３Ｇ）が、（図１に示すように）ＷＬＡＮサービスエリアとオーバラップする場
合もあり、又はしない場合もある。ＷＷＡＮサービスエリアとＷＬＡＮサービスエリアと
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の間にオーバラップがある場合、ＷＷＡＮ及びＷＬＡＮ両方のサービスが利用可能である
。これらのオーバラップしているエリアはホットスポット（hotspot）とも呼ばれ、空港
及びホテルを含む。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ホットスポット（例えば空港及びホテル）においては、通常音声通話を行うためにモバ
イル端末が利用され、ＷＷＡＮを介して低速データサービスを利用し、アクセスポイント
（ＡＰ）を通しＷＬＡＮを介して高速データサービスを利用する。同一のホットスポット
において、又は同一のサービスプロバイダによって運営される異なるホットスポットにお
いて、２つのモバイル端末が互いに通信しようと試みる状況においては、依然として音声
通話を為すためにＷＷＡＮサービスを利用する必要がある。このことは、低コストの代替
の通信ネットワーク、即ちＷＬＡＮが両者に利用可能であるにもかかわらず、費用対効果
が優れていない。
【０００４】
　それ故、両方のサービスが利用可能であるエリアにおいてＷＷＡＮとＷＬＡＮとの間を
シームレスにローミングする、費用対効果の優れた方法及びシステムを提供するニーズが
ある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、音声及びデータ接続のためホットスポットにおけるＷＬＡＮリソースを利用
し、ＷＷＡＮとＷＬＡＮとの間、及びその逆のシームレスなハンドオーバを可能とする。
このことは、ホットスポットにおける２人のユーザが、ボイスオーバＩＰ（ＶｏＩＰ）又
はビデオ通話を行うことにより互いに通信することを可能とし、かくしてエンドユーザに
対してコスト節減を、及び無線運営者に対してＷＷＡＮリソース節減を達成する。
【０００６】
　本発明の一実施例によれば、無線ワイドエリアネットワーク（ＷＷＡＮ）インタフェー
ス及び無線ローカルエリアネットワーク（ＷＬＡＮ）インタフェースを持つ、例えばモバ
イル端末のような無線通信システムが提供される。前記モバイル端末は、ＷＷＡＮ及びＷ
ＬＡＮの存在を検出し、発呼側モバイル端末としての当該モバイル端末と着呼側モバイル
端末との間に、ＷＷＡＮを介してＷＷＡＮ通話を確立する。ＷＬＡＮが存在する場合には
、前記モバイル端末は、該端末のネットワークアドレス（例えばＩＰアドレス）と共にハ
ンドオーバ要求を含む追加情報を、前記着呼側モバイル端末に送信する。該送信は、ＷＬ
ＡＮを介して着呼側モバイル端末とのＷＬＡＮ通話を開始するために行われ、ショートメ
ッセージサービス（ＳＭＳ）手法又は電子透かし手法が用いられる。前記着呼側モバイル
端末から受信された応答がハンドオーバ要求の受諾を示す場合、モバイル端末はＷＬＡＮ
を介して前記着呼側モバイル端末とのＷＬＡＮ通話を確立する。その後、前記モバイル端
末はＷＷＡＮ通話を解放する。しかしながら、ＷＬＡＮ通話の間に、前記モバイル端末が
前記ＷＬＡＮから離れるように移動していることを検出した場合、前記モバイル端末はＷ
ＷＡＮを介した前記着呼側モバイル端末との新たなＷＷＡＮ通話を確立する。
【０００７】
　本発明の好適な実施例においては、既存のネットワーク基盤に対する変更が必要とされ
ない。従って、本発明は現在の無線ネットワークの規格に対して影響を与えず、既存のネ
ットワークに容易に展開されることができる。
【０００８】
　本発明の他の目的及び効果は、本発明のより完全な理解と共に、添付する図と合わせて
以下の説明及び請求項を参照することにより明らかとなり、理解されるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明は、添付する図を参照しながら、例として以下により詳細に説明される。
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【００１０】
　図を通して、同一の参照番号は同様の又は対応する特徴又は機能を示す。
【００１１】
　図２は、本発明の使用のための、２つの無線インタフェース即ちＷＷＡＮ及びＷＬＡＮ
インタフェースを持つ、モバイル端末１０の基本アーキテクチャを示す。ユーザがモバイ
ル端末１０を用いて通話を試みる場合、プロファイル管理及びサービス仲介等を担当する
ユーザエージェントが、最初にＷＷＡＮ通話を行う。通話が設定された後、前記ユーザエ
ージェントは、ユーザプロファイル及び利用可能な無線インタフェースに基づき、どちら
の無線インタフェースを利用するかを決定する。前記ユーザプロファイルは、無線インタ
フェース基本設定、アクティブな接続の間のハンドオーバ許可等についての情報を含む。
例えば、ユーザがＷＬＡＮインタフェースを介した接続を好む場合には、前記ユーザエー
ジェントは、ＷＷＡＮ通話を設定した後、ＷＬＡＮを介して両者を接続しようと試みる。
ＷＬＡＮ通話（例えば音声又はビデオ通話）が正常に設定された後、ユーザの直接の介入
なくＷＷＡＮ通話が解放される。
【００１２】
　図３は、本発明の一実施例による、ＷＷＡＮとＷＬＡＮとの間をシームレスにローミン
グする方法２０を示す。人物がホットスポットに入ると、該人物のモバイル端末のユーザ
エージェントが、利用可能な無線サービスのタイプを検出する。前記人物が通話を試みる
と、この発呼者のモバイル端末のユーザエージェントが、着呼側モバイル端末のＭＳＩＳ
ＤＮ（Mobile Station International ISDN Number）を利用して、従来の方法でＷＷＡＮ
を介して通話を行う（ステップＳ２２及びＳ２６）。ＷＡＮ通話が適切に設定された後、
前記発呼側モバイル端末のユーザエージェントが、該発呼者のユーザプロファイルに基づ
いて、どちらの無線インタフェースを利用するかを決定する。ＷＬＡＮが基本設定とされ
ており且つＷＬＡＮインタフェースが利用可能である場合、前記ユーザエージェントは、
ＷＬＡＮへ通話をハンドオーバするために、発呼側モバイル端末のＩＰアドレス及びユー
ザプロファイル等についての情報と共にハンドオーバ要求を含む追加情報を、前記着呼側
モバイル端末に送信する（ステップＳ３２）。前記追加情報は、ショートメッセージサー
ビス（ＳＭＳ）又は電子透かし技術を利用して伝送される。電子透かし技術は、以下に説
明されるように、前記追加情報が音声に隠蔽されることを可能とする。
【００１３】
　前記ハンドオーバ要求を受信すると、前記着呼側モバイル端末のユーザエージェントが
、前記着呼側モバイル端末のユーザプロファイル及び利用可能な無線インタフェースに基
づき、前記要求を受諾するか否かを決定する。前記着呼側モバイル端末がＷＬＡＮへ通話
をハンドオーバすることを同意した場合、該着呼側モバイル端末のユーザエージェントが
、ＳＭＳ又は電子透かし技術を利用して、前記着呼側モバイル端末のＩＰアドレス及びユ
ーザプロファイル等についての情報と共にハンドオーバ受諾応答を含む同様な追加情報を
、前記発呼側モバイル端末に送信する（ステップＳ３６）。前記発呼側モバイル端末は次
いで、受信された前記着呼側モバイル端末のＩＰアドレスを利用して、ＷＬＡＮを介して
通話（例えば音声又はビデオ通話）を開始する（ステップＳ４２及びＳ４６）。ＷＬＡＮ
通話が正常に設定されると、両通話者によって、ＷＷＡＮ通話が解放される（ステップＳ
５２及びＳ５６）。ＷＬＡＮ通話が完了した後、両通話者によって、該ＷＬＡＮ通話も解
放される（ステップＳ６２及びＳ６６）。
【００１４】
　以上においては、アクティブなＷＬＡＮ通話の間に、通話者の一方がＷＬＡＮのサービ
スエリアを離れ得る。かような場合においては、当該通話者のモバイル端末のユーザエー
ジェントが、無線信号の変化を認識する。発呼者が前記エリアを離れようとしている場合
、前記発呼側モバイル端末のユーザエージェントは、前記着呼側モバイル端末への新たな
ＷＷＡＮ通話を開始しようと試みる。一方、着呼者が前記エリアを離れようとしている場
合には、前記着呼側モバイル端末のユーザエージェントが、新たなＷＷＡＮ通話を開始す
るために、前記発呼側モバイル端末に、ＷＬＡＮを介してハンドオーバ要求を送信する。
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当該新たなＷＷＡＮ通話は、前記着呼側モバイル端末によって自動的に受諾される。新た
なＷＷＡＮ通話が正常に設定された後、両通話者によってＷＬＡＮ通話が即座に解放され
る。任意に、前記着呼者が前記エリアを離れようとしている場合に、前記着呼側モバイル
端末が前記発呼側モバイル端末への新たなＷＷＡＮ通話を開始しても良い。
【００１５】
　以上においては、ＷＷＡＮからＷＬＡＮへの、及びその逆のハンドオーバは両ユーザに
透明であり、従って両者の間の通話は影響を受けない。また該両者は、該両者のうちの１
人がそれぞれ存在している２つのＷＬＡＮを接続するインターネットを介して、互いと通
信しても良い。
【００１６】
　本発明において利用される電子透かし技術が、以下に説明される。該技術を利用するこ
とにより、前記追加情報（即ちハンドオーバ要求、ＩＰアドレス、ユーザプロファイル等
）が、例えば２つのモバイル端末間の音声チャネルのような１つのチャネルにおいて音声
と共に交換される。かような交換は通常の音声の会話に影響を与えない。なぜなら、一般
的な電話の会話の間は、時間の５０％が聴くために使われ、１０％が語間及びセンテンス
間のポーズのために使われるからである。それ故、前記追加情報を交換するための十分な
リソースがあり、既存のネットワーク基盤に対する変更を必要としない。前記追加情報は
、アナログ信号か又はディジタル信号のいずれかとして、モバイル端末においてユーザエ
ージェントによって追加されても良い。
【００１７】
　図４は、本発明の一実施例による、発呼側モバイル端末の音声チャネルに追加情報（即
ちハンドオーバ要求、ＩＰアドレス、ユーザプロファイル等）を付加する回路５０を示す
。回路５０は、無音制御回路５４、変調回路５６及び時分割多重化器６２を含む。前記発
呼側モバイル端末のユーザエージェントは、アナログ信号への変調のため、ディジタルシ
ーケンスの形で前記追加情報を変調回路５６に供給する。無音制御回路５４が入力音声に
おける無音を検出すると、該回路は変調回路５６に制御信号を送信する。前記制御信号を
受信すると、変調回路５６は、アナログの形態で前記追加情報を多重化器６２に出力する
。多重化器６２は、音声チャネルにおける着呼側モバイル端末に送信するため、音声出力
を前記追加情報と時間多重化し、組み合わせられた出力をＡＤＣに出力する。
【００１８】
　前記追加情報は、音声帯域（０～４０００Ｈｚ）における周波数の何らかのパターンと
して変調されても良い。例えば、デュアルトーンマルチ周波数（ＤＴＭＦ）手法が利用さ
れ、１６個の数字（０～９、Ａ～Ｆ）が転送されても良い。一定の時間（例えば５ｍｓ）
の間継続する周波数が、符号を表す。例えば、１３３６Ｈｚと７７０Ｈｚとの組み合わせ
られた周波数が６を表し、１４７７Ｈｚと８５２Ｈｚとの組み合わせられた周波数が８を
表す。通話者が「６８」を送信したい場合、音声に追加されるべき周波数は５ｍｓの間、
同時の｜１３３６Ｈｚ＋７７０Ｈｚ｜、次いで５ｍｓの間、同時の｜１４７７Ｈｚ＋８５
２Ｈｚ｜となる。
【００１９】
　図５は、本発明の一実施例による、音声チャネルにおいて着呼側モバイル端末によって
受信された追加情報を復調する回路７０を示す。回路７０は、周波数検出回路７２及び復
調回路７６を含む。周波数検出回路７２は、音声及び追加情報の両方を含む組み合わせら
れたアナログ信号を、ディジタル－アナログ変換器（ＤＡＣ）から受信する。回路７２は
、符号を表すために利用された周波数を認識し、所定の周波数パターンをデコードして前
記追加情報を抽出するため、復調回路７６に前記認識された周波数を出力する。例えば、
上述した周波数パターン｜１３３６Ｈｚ＋７７０Ｈｚ｜及び｜１４７７Ｈｚ＋８５２Ｈｚ
｜が周波数検出回路７２によって認識され復調回路７６に出力された場合、復調回路７６
は前記周波数パターンをデコードし、数字のシーケンス「６８」を出力する。
【００２０】
　デコード誤りを減少させるため、同一の周波数パターンの最大の継続時間が定義される
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。例えば、５０ｍｓを超える同一の周波数は禁止される。発呼側モバイル端末が、１０個
より多い同一の数字を５０ｍｓ（即ち１０×５ｍｓ）を超える時間の間送信する場合、１
０番目の数字の後に、外乱周波数パターン（例えば｜１８８８Ｈｚ＋８８８Ｈｚ｜）が追
加される。着呼側モバイル端末は、１０個の同一な数字の後に前記外乱周波数パターンを
見つけることができる。例えば、前記発呼側モバイル端末が数字のシーケンス９９９,９
９９,９９９,９９９を前記着呼側モバイル端末に送信した場合、該シーケンスは９,９９
９,９９９,９９９,ｘ９９として受信され、ここでｘが外乱周波数パターンを表す。
【００２１】
　図６は、本発明の一実施例による、発呼側モバイル端末における、ディジタル信号とし
て追加情報を付加する回路８０を示す。回路８０は、無音制御回路８２及び電子透かし回
路８３を有する。無音制御回路８２は入力音声における無音の期間を検出し、無音の期間
を検出すると、電子透かし回路８３に制御信号を供給する。電子透かし回路８３は、ＩＰ
アドレス及びユーザプロファイル等を含む入力データをユーザエージェントから受信し、
前記制御信号を受信すると、前記データを時間多重化器８４に出力する。電子透かし回路
８３はラッチ回路として実装されても良い。ＡＤＣ８６は入力音声をディジタル信号に変
換し、該ディジタル信号をコーディング回路８８に供給する。コーディング回路８８は、
特定の通信規格（例えばＧＳＭ）に準拠するようにコーディングを行う。コーディング回
路８８からの出力、及び電子透かし回路８３からのデータは、多重化器８４によって時間
多重化され、ベースバンド処理のために組み合わせられた出力を提供する。このようにし
て、前記追加情報が、入力音声の無音の期間に挿入される。
【００２２】
　図７は、本発明の一実施例による、着呼側モバイル端末における、ディジタル信号とし
て挿入された追加情報を抽出する電子透かし検出回路９０を示す。電子透かし検出回路９
０は、データを前記追加情報として復元するため、入力音声から所定のディジタルシーケ
ンス（以下に詳細に説明される）の対を検出する。音声は電子透かし検出回路９０を通過
することが許可され、デコーディング回路９６に出力される。デコーディング回路９６は
、特定の通信規格に従って前記音声をデコードする。ディジタル－アナログ変換器（ＤＡ
Ｃ）９８は、前記デコードされた音声をアナログ信号に変換し、該アナログ信号を出力装
置に供給する。
【００２３】
　図６及び７において、前記追加情報の先頭点及び末尾点をマークするため、所定のディ
ジタルシーケンスが利用される。例えば、ディジタルシーケンス１０１０１０１０１０１
０１０１０が、前記追加情報の先頭及び末尾をマークするために利用されても良い。全て
の前記追加情報は、２つのかようなシーケンスの対に挟まれていなければならない。前記
追加情報又は入力音声が先頭又は末尾のシーケンスとして同一のシーケンスパターンを含
む場合、該シーケンスパターンは変換される必要がある。例えば前記追加情報が１０１０
１０１０１０１０１０１０を含む場合、最後の２つのビットの間に「１１」が挿入され、
該シーケンスが１０１０１０１０１０１０１０１１１０に変換される。
【００２４】
　以上においては、本発明はＷＷＡＮ及びＷＬＡＮに関連して説明された。しかしながら
、本発明はいずれの２つの無線通信ネットワーク間のローミングのために利用されても良
い。
【００２５】
　本発明は特定の実施例に関連して説明されたが、上述の説明に照らして、多くの代替、
変更及び変形が当業者には明らかであろうことは明白である。従って、かような代替、変
更及び変形の全てが、添付する請求項の精神及び範囲内に含まれることが意図されている
。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】モバイル端末が利用される一般的なサービスエリアを示す。
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【図２】本発明の一実施例による、２つの無線インタフェースを持つモバイル端末の基本
アーキテクチャを示す。
【図３】本発明の一実施例による、ＷＷＡＮとＷＬＡＮとの間をシームレスにローミング
する方法を示す。
【図４】本発明の一実施例による、発呼側モバイル端末における、アナログ信号として追
加情報を付加する回路を示す。
【図５】本発明の一実施例による、着呼側モバイル端末における、アナログ信号として付
加された追加情報を復調する回路を示す。
【図６】本発明の一実施例による、発呼側モバイル端末における、ディジタル信号として
追加情報を付加する回路を示す。
【図７】本発明の一実施例による、着呼側モバイル端末における、ディジタル信号として
挿入された追加情報を抽出する回路を示す。

【図１】 【図２】
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